
掛川市規則第１１号

掛川市公印規則の一部を改正する規則をここに制定する。

平成３０年３月３１日

掛川市長

（別紙）
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掛川市公印規則の一部を改正する規則

掛川市公印規則（平成17年掛川市規則第７号）の一部を次のように改正する。

第４条中「企画政策部企画政策課長」を「企画政策部長」に、「公印担当課長」を「公印担当部

長」に改める。

第６条から第８条まで、第10条第２項及び第11条の規定中「公印担当課長」を「公印担当部長」

に改める。

別表１の表中

「
市印 正方 18 れい書 市名をもってする １ 企画政策

掛 静 文書 課長
川 岡
市 県

市役所印 正方 30 れい書 市役所名をもって １ 企画政策
役 掛 静 する文書 課長
所 川 岡
印 市 県

正方 18 れい書 市役所名をもって １ 企画政策
役 掛 静 する文書 課長
所 川 岡
印 市 県

」

を

「
市印 正方 18 れい書 市名をもってする １ 企画政策

掛 静 文書 部長
川 岡
市 県

市役所印 正方 30 れい書 市役所名をもって １ 企画政策
役 掛 静 する文書 部長
所 川 岡
印 市 県

正方 18 れい書 市役所名をもって １ 企画政策
役 掛 静 する文書 部長
所 川 岡
印 市 県

」

に改め、同表２の表中
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「
市長印 正方 18 れい書 市長名をもってす １ 企画政策

静 岡 県 る文書 課長
掛 川 市
長 之 印

市長職務代理 正方 18 れい書 市長職務代理者名 １ 企画政策
者印 掛 川 市 長 をもってする文書 課長

職 務 代 理
者 之 印

」

を

「
市長印 正方 18 れい書 市長名をもってす １ 企画政策

静 岡 県 る文書 部長
掛 川 市
長 之 印

市長職務代理 正方 18 れい書 市長職務代理者名 １ 企画政策
者印 掛 川 市 長 をもってする文書 部長

職 務 代 理
者 之 印

」

に改め、同表３の表中

「
専用市役所印 縦 33 てん書 文書専用契印 １ 企画政策

横 14 課長

」

を

「
専用市役所印 縦 33 てん書 文書専用契印 １ 企画政策

横 14 部長

」

に改める。

様式第２号から様式第４号までの規定中「公印担当課長」を「公印担当部長」に改める。

附 則

この規則は、平成30年４月１日から施行する。


